
黒埼地区野球場 利用のご案内 

２０２５年［令和７年］4 月 1 日 現在 

- 1 - 

 

 
 

 

[ホームページ] http://www.spofit.jp/ よりダウンロードできます。 
 

 
 

 

■ 名称 ： 新潟市黒埼地区野球場 

（新潟市西区木場 630 番地 1） 
 

■ 竣工年月 ： 昭和 51 年 8 月 
 

■ 施設内容： 

  野球場 ： 2 面（Ａ面・Ｂ面） 内野・外野 クレー 

       夜間照明塔（Ａ面のみ）内野 2 基・外野 2 基 

Ａ球場 両翼 85.00 メートル ・ センター 

109.00 メートル 

B 球場 右翼 93.00 メートル ・ 左翼 85.00 

メートル ・ センター97.00 メートル 

その他 ： 用具庫 ・ 屋外トイレ 

無料駐車場 50 台（アスファルト舗装） 
 

■ 利用種目 ： 軟式野球 
 

■ 利用時間 ： 5：00～19：00 
※ A 面のみ 5～10 月 5：00～21：00 

※ ナイター照明は、「5～10 月の A 面のみ」利用可能となります。 

※「11～4 月のＡ・Ｂ面」および「5～10 月の B 面」の利用に 

ついては、日没時間を考慮してからご予約ください。 
 

■ 休業日 ：12 月 29 日～ 1 月 3 日 
※ 施設維持管理作業等により、臨時休業する場合があります。 

 

■ 料金表（税込）：1 時間（30 分） 
 

非営利・入場料を 

徴収しない場合 
 

1 面 １２１０円（605 円） 

 

+ ナイター照明 

※「5～10 月の A 面のみ」 

 利用可能 
 

A 面 
 

+ 3,630円（+ 1,815円） 
 

 

※ 上記以外の「目的」や「料金区分」については、別紙「料金表 

（詳細）」をご覧ください。 
 

■ アクセス ： 
高速道路 北陸自動車道 黒埼 PA ETC 専用 IC 下車 約５分  

幹線道路 新潟西バイパス 亀貝 IC 下車 約 10 分 

新潟バイパス 黒埼 IC 下車 約 20 分 

路線バス 系統 W8 味方線  

W81 木場 下車 徒歩 約 0 分 

W80 木場駅跡 下車 徒歩 約 12 分 
 

 

 
 

[ホームページ] http://www.spofit.jp/ 

[携帯対応ブログ] http://spofit.cocolog-nifty.com/ 
 

 

 
 

 

--- お問い合わせ先 --- 

みどりと森の運動公園体育施設 管理事務所［野球場内］ 

受付対応時間（ 8：30～21：00 ） 

〒950-1121 新潟市西区板井 1018 番地 1 

TEL 025-379-3766 FAX 025-379-3777 
 

指定管理者：みどりと森体育施設運営グループ 
 
 

 

新潟市が設置した「黒埼地区野球場」は、指定管理者である 

「みどりと森体育施設運営グループ」（代表団体 愛宕商事株式会社 

TEL 025-228-4888）が管理運営をおこなっております。 
 
 

 

 

 
 

 

■ 利用時間の中には、準備・片付け・清掃の時間が含まれます。 

■ 利用目的以外の用途に使用することはできません。 

■ 中学生以下の利用は、成人の同伴が必要です。 

■ 施設予約は、「新潟市公共施設予約システム」または「電話・窓口」にて受付いたします。 

→「新潟市公共施設予約システム」 

利用月の 3 ヶ月前から受付開始 2 時間単位の予約コマ 

① 05：00～07：00  ② 07：00～09：00  ③ 09：00～11：00  ④ 11：00～13：00 

⑤ 13：00～15：00    ⑥ 15：00～17：00  ⑦ 17：00～19：00 

⑧ （A 面 5 月～10 月）19：00～21：00 

→「電話・窓口」 

      みどりと森の運動公園体育施設 管理事務所（野球場内）で受付（ 受付時間 8：30～21：00 ） 

      利用日の 1 ヶ月前から受付開始 00 分または 30 分からの 30 分単位の予約コマ 

 

 

 

 

 
 

 

黒埼地区野球場 

 

 

 

 

 

 

 

利用の予約 
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■ 利用申請書および使用料の支払い・各種鍵および AED の貸出返却は、みどりと森の運動公園体育施設 管理事務所（野球場内）に 

ておこないます。受付対応時間（ 8：30～21：00 ） 

■ 使用料は前納とし、既納の使用料は原則として還付いたしません。尚、受付対応開始時間（8：30）より早朝にご利用される場合 

は、利用日当日の 21：00 までに手続きをおこなってください。 

■ 受付対応時間内（ 8：30～21：00 ）のご利用について、予約時間を 15 分過ぎても利用申請書の提出がない場合は、キャンセ 

ルとさせていただきます。遅れる場合は、ご連絡ください。 

■ 悪天候および自己都合に関わらず利用を中止した場合は、利用日当日の 21：00 までに必ずご連絡ください。 

■ 施設使用料免除制度および学校・競技団体・大学などの料金区分をご利用される場合は、受付時までに各書式をご提出ください。 

■「ナイター照明の使用」「用具庫の使用（ラインを引く場合）」「AED の貸出」をおこなう場合は、利用日前日の正午以降に各種鍵・ 

AED の貸出し手続きをおこなってください。 
 

 
 

■ 各種鍵・AED の貸出しを受けた場合は、利用日翌日の正午までに返却してください。 

■ 各種鍵の返却については、受付対応時間（ 8：30～21：00 ） 以外の返却が可能です。受付時にご確認ください。 
 

 
 

[体育施設] 

■ 天候などの理由により施設管理者の判断で、利用の前・利用の途中にかかわらず施設貸出しを中止することがあります。 
 

中 

止 

例 

全施設共通 
（１） 市から指示があった場合 

（２） 災害・事故・停電・施設不備・機器故障など、安全に施設利用ができないと判断した場合 

屋外施設共通 （１） 雷やその他の警報が発令された場合 

野球場 
（１） 降雨（降雪）が表面に浮いた（浮くことが予想される）場合 

（２） 土を入れなければ、利用できない場合 (施設管理者の許可なく土を入れることはできません。) 
 

■ 設置の案内板や各種ご案内を必ずご覧になり、ルールやマナーを守ってご利用ください。 

■ ゴミ箱の設置はありません。ゴミは各自でお持ち帰りください。 

■ 路上への駐車を禁止します。 

路上駐車があった場合、利用の前・利用の途中にかかわらず施設貸出しを中止することがあります。 

■ 駐車場が混雑する場合は、利用者が駐車場誘導員を配置してください。 

■ 駐車場での練習は禁止します。 

■ 受動喫煙対策のため、全面（敷地内）禁煙となります。（喫煙所はありません。） 

■ 施設内および敷地内での火気の使用はできません。 

■ グラウンドからの飛球には十分お気をつけください。 

■ 施設管理者は、施設内外における全ての盗難・事故・事件・ケガ・物損などに関して一切責任を負いません。 

■ 施設利用によって生じた、施設内外における利用者・観客・来場者に対する人身事故・物損については、利用者または大会・イベン 

ト主催者において全責任を負うものとします。 

■ 草木・樹木・施設・備品の破損および紛失をした場合は、実費を負担していただきます。 

■ グラウンドの固定塁ベースは、常時設置してあります。 

他の塁ベースを使用するために外した場合は、必ずグラウンドに戻してください。 

■ 必要な用具は各自でご用意ください。 

■ ご利用の際は、それぞれに適した運動靴・運動着をご用意ください。 

■ 運動中の水分補給（栓のできる容器を使用）を除き、体育施設内での飲食はできません。 

■ 健康上支障のある方はご利用できません。（飲酒者・伝染病・医師に運動を禁止されている方 など） 

■ 利用上のルールやマナーを守らない方は、ご利用を中止していただくことがございます。予め、ご了承ください。 

[有 事] 

■ AED（自動体外式除細動器） ： みどりと森の運動公園体育施設にて貸出します。貸出しを希望される方は、お申し出ください。 

■ 災害時 広域避難場所 ： 新潟市立黒埼南小学校 

[大 会 ・ イベント開催時] 

■ 施設管理者と協議のうえ、主催者の責任において、利用ルールの一部を変更する場合があります。 

■ 施設管理者と協議のうえ、主催者の責任において、利用目的（種目）や利用方法を変更する場合があります。 

[営利または営業を目的とした利用] 

■ 団体専用利用の場合 … その利用目的に応じた料金区分に変更となります。 

■ 他の目的外利用 ……… 販売ブース設置等の「営利または営業」を目的に敷地内を利用する場合は、施設管理者と協議のうえ適当と 

判断された場合に限り、新潟市「行政財産使用申請書」の提出をおこなってください。 
 

 

 
 

 
 

■「黒埼地区野球場のご利用」 

■「みどりと森体育施設運営グループ」について 
 

 みどりと森の運動公園［体育施設管理事務所 野球場内］  

 

■「西区のスポーツ施設」について 
  

 新潟市西区役所 地域課 文化・スポーツ係 TEL 025-264-7193 

 

■「新潟市のスポーツ施設」について 
  

 新潟市役所 文化・スポーツ部 スポーツ振興係 TEL 025-226-2591 

 

■「新潟市公共予約システム」について 
  

 新潟市役所 総務部 デジタル行政推進課 TEL 025-226-2471 
 

 

利用後（返却） 

 

 

 

 

 

 

 

利用の受付 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 一覧 

 

 

 

 

 

 

 

利用上のおねがい 

 

 

 

 

 

 

 


